
参
議
院
議
員

紙

智
子

新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
昨
年
は
岩
渕
友

参
院
議
員
の
当
選
に
尽
力

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

今
年
は
地
方
選
挙
の
年

で
す
。
総
選
挙
、
昨
年
の

参
議
院
選
挙
と
後
退
し
悔

し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
共
産
党
が
伸
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二
〇
二
三
年

元
旦

日
本
共
産
党
鶴
岡
市
議
団

ķ
ĵ
ķ
ķ

Ǆ
ࡈ
Ƽ

။
Ƙ

第
７
，
８
波
で
医
療
機
関
・
介
護
施
設

等
の
危
機
深
ま
る
。
政
府
の
無
策
に
怒

り
。
▽
サ
ッ
カ
ー
Ｗ
カ
ッ
プ
日
本
代
表

奮
闘
、
４
年
間
の
選
手
の
精
進
を
想
っ

て
胸
を
熱
く
す
る
。
▽

月
議
会
、
改

12

憲
の
議
論
促
進
を
求
め
る
意
見
書
に
反

対
討
論
。
自
民
と
県
政
ク
ラ
ブ
の
賛
成

で
可
決
。
▽
参
議
院
選
挙
後
３
ヶ
月
で

岸
田
内
閣
支
持
率
急
落
。
世
界
と
日
本

の
平
和
を
脅
か
し
、
暮
ら
し
を
破
壊
す

る
敵
基
地
攻
撃
・
先
制
攻
撃
・
軍
事
費

倍
増
へ
の
反
撃
開
始
。
県
議
会
議
員
選

挙
の
必
勝
を
誓
い
、
新
し
い
政
治
へ
の

希
望
を
持
っ
て
２
０
２
３
年
を
迎
え
ま

す
。（
県
議

関

徹
）

▽
２
月
、
ロ

シ
ア
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
略
。

▽
同
月
県
議

会
元
議
長
政

務
活
動
費
不
正
を
刑
事
告
発
。
６
月
有

罪
判
決
。
▽
６
月
議
会
予
算
特
別
委
員

会
で
質
問
。
▽
自
民
党
と
統
一
協
会
の

癒
着
露
呈
。
党
県
議
団
が
自
民
党
県
議

の
関
与
を
暴
く
。
▽
８
月
豪
雨
で
県
史

上
最
大
の
風
水
害
被
害
。
災
害
対
策
は

緊
急
重
大
課
題
。
▽

歳
以
上
医
療
費

75

２
倍
。
県
で
約
２
・
７
万
人
。
年
金
も

削
減
。
物
価
急
上
昇
。
県
で
は
生
活
と

営
業
支
援
策
種
々
実
現
。
コ
ロ
ナ
感
染

日本共産党市議団の４人 左から加藤鉱一、坂本昌

栄、菅井巌、長谷川剛（市役所議場にて）

衆
議
院
議
員

高
橋
千
鶴
子

昨
年
は
ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
と
、
こ

れ
を
口
実
に
し
た
大
軍
拡

路
線
が
際
立
つ
な
か
で
、

「
戦
争
か
平
和
か
」
が
、

現
実
味
を
帯
び
て
き
ま
し

た
。一

方
で
は
災
害
が
続
い

て
い
る
こ
と
、
物
価
高
騰

や
そ
れ
を
カ
バ
ー
で
き
な

い
社
会
保
障
な
ど
、
創
立

１
０
０
年
を
迎
え
た
日
本

共
産
党
の
立
党
の
精
神
が

問
わ
れ
ま
し
た
。

各
地
を
歩
き
、
ま
た
国

会
で
声
を
あ
げ
な
が
ら
、

こ
の
１
０
０
年
を
支
え
て

く
れ
た
党
員
、
支
持
者
の

皆
さ
ん
、
そ
し
て
地
方
議

員
の
皆
さ
ん
へ
の
感
謝
で

い
っ
ぱ
い
で
す
。

な
ん
と
し
て
も
宝
の
議

席
を
守
り
、
地
方
で
も
国

政
で
も
皆
さ
ん
と
力
あ
わ

せ
、
よ
り
よ
い
政
治
へ
、

頑
張
り
ま
す
。
今
年
も
よ

参
議
院
議
員

岩
渕

友

昨
年
は
み
な
さ
ん
の
ご

支
援
で
２
期
目
の
国
会
に

送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。今

年
は
地
方
選
挙
の
年

で
す
。
日
本
共
産
党
の
躍

進
で
地
方
政
治
も
国
政
も

ご
一
緒
に
変
え
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

コ
ロ
ナ
対
策
で
も
物
価

高
騰
対
策
で
も
無
為
無
策

の
岸
田
政
権
は
、
こ
れ
ま

で
の
政
権
も
で
き
な
か
っ

た
原
発
推
進
や
平
和
と
く

ら
し
を
壊
す
大
軍
拡
・
大

増
税
を
進
め
て
い
ま
す
。

し
か
も
そ
の
財
源
に
復

興
所
得
税
を
あ
て
る
な
ど

許
せ
ま
せ
ん
。

消
費
税
減
税
と
イ
ン
ボ

イ
ス
の
中
止
で
く
ら
し
と

商
売
を
守
れ
、
原
発
ゼ
ロ

と
地
域
と
共
生
す
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転

換
、
憲
法
９
条
を
活
か
し

た
平
和
外
交
を
。
実
現
の

た
め
に
全
力
を
尽
く
し
ま

す
。

び
て
こ
そ
政
治
が
動
く
こ

と
は
、
安
保
法
制
を
許
さ

な
い
た
た
か
い
を
通
じ
て

実
感
し
ま
し
た
。

今
年
を
希
望
の
年
に
す

る
た
め
に
頑
張
り
ま
す
。

岸
田
文
雄
政
権
は
国
民

に

兆
円
も
の
増
税
を
押

43
し
つ
け
、
ア
メ
リ
カ
の
た

め
の
戦
争
す
る
国
づ
く
り

と
、
福
島
原
発
汚
染
水
の

海
洋
放
出
に
突
き
進
ん
で

い
ま
す
。

党
創
立
１
０
０
年
の
姿

に
確
信
を
持
っ
て
、
苦
難

軽
減
、
政
治
転
換
の
道
を

切
り
開
き
ま
し
ょ
う
。

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

２
０
２
３
年

新
年
の
抱
負



鶴
岡
市
議
会

月
定
例

12

会
は

日
、
閉
会
し
ま
し

16

た
。市

当
局
提
案
の
決
算
、

補
正
予
算
、
条
例
、
事
件

議
案
と
、
最
終
日
に
追
加

提
案
さ
れ
た
一
般
会
計
補

正
予
算
、
市
職
員
給
与
条

例
の
一
部
改
正
な
ど
議
案

件
が
全
て
、
全
会
一
致

18で
可
決
承
認
さ
れ
ま
し

た
。追

加
提
案
の
令
和
４
年

度
一
般
会
計
補
正
予
算

は
、
７
５
６
７
万
円
を
追

加
し
、
予
算
総
額
を
７
６

８
億
６
７
１
１
万
６
千
円

と
し
ま
す
。

①
農
業
乾
燥
調
製
施
設

原
油
価
格
高
騰
対
策
事
業

２
６
６
７
万
円
は
、
電
気

代･

燃
油
代
の
上
昇
に
よ

る
米
等
の
個
人
の
乾
燥
調

製
施
設
に
係
る
電
気
・
燃

油
代
に
対
し
て
支
援
し
ま

す
。対

象
者
は
、
乾
燥
調
製

施
設
を
所
有
す
る
認
定
農

業
者
（
個
人
農
家
及
び
法

人
）
で
、
県
の
給
付
金
を

受
給
で
き
る
農
業
者
は
除

か
れ
、
７
３
６
経
営
体
が

想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ａ
な
ど
の
共
同
乾
燥

調
整
施
設
に
対
す
る
支
援

は
、
７
月

日
の
臨
時
会

27
で
可
決
し
て
い
ま

す
。②

運
送
事
業
者

原
油
価
格
高
騰
対

策
事
業
１
９
０
０

万
円
は
、
６
月
補

正
に
続
き
２
回
目

の
支
援
で
す
。

運
送
事
業
の
車

両
１
台
に
つ
き
、

普
通
自
動
車
３
万

円
、
軽
自
動
車
１

万
円
を
支
援
し
ま

す
。財

源
は
い
ず
れ

も
地
方
創
生
臨
時

交
付
金
を
活
用
し

ま
す
。

市
職
員
給
与
条

例
の
一
部
改
正

は
、
給
料
月
額
を

行
政
職
で
０
・
19

％
（
単
純
平
均
６

２
５
円
）
、
医
療

技
術
職
で
０
・
24

％
（
同
７
５
１
円
）

引
き
上
げ
、
期
末

手
当
を
０
・
１
月

引
き
上
げ
ま
す
。

特
別
職
の
期
末

手
当
を
０
・

月
05

引
き
上
げ
ま
す
。

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

義
務
化
撤
回
」
に
自
公

な
ど
反
対

議
員
発
議
の
意
見
書
は

可
決
１
件
、
否
決
２
件
で

し
た
。

「

歳
ま
で
の
医
療
費

18

無
料
化
を
求
め
る
意
見

書
」が
全
会
一
致
で
可
決
。

意
見
書
は
、
制
度
の
早

期
創
設
と
、
自
治
体
へ
の

減
額
措
置
（
ペ
ナ
ル
テ
ィ
）

の
完
全
廃
止
を
求
め
、
全

国
知
事
会
で
も
国
に
要
望

し
て
い
ま
す
。

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
取
得
義
務
化
に
つ
な
が

る
『
健
康
保
険
証
の
原
則

廃
止
』
と
『
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用

等
に
係
る
シ
ス
テ
ム
導
入

義
務
化
』
の
撤
回
を
求
め

る
意
見
書
」
は
否
決
で
、

賛
成
討
論
は
加
藤
鉱
一
議

員
（
共
産
）
、
反
対
討
論

は
本
間
信
一
議
員
（
新
政
）

で
し
た
。

意
見
書
は
、
カ
ー
ド
の

取
得
は
任
意
で
あ
り
、
取

得
強
制
に
つ
な
が
る
「
健

康
保
険
証
の
原
則
廃
止
」

の
撤
回
を
求
め
て
い
ま

す
。「

介
護
保
険
制
度
の
改

善
を
求
め
る
意
見
書
案
」

は
否
決
で
、
賛
成
討
論
は

坂
本
昌
栄
議
員
（
共
産
）

と
草
島
進
一
議
員
（
市
民

の
声
）
、
反
対
討
論
は
阿

部
寛
議
員
（
新
政
）
で
し

た
。意

見
書
は
、
利
用
料
の

引
き
上
げ
や
要
介
護
１
、

２
の
保
険
は
ず
し
、
ケ
ア

プ
ラ
ン
の
有
料
化
、
福
祉

用
具
の
貸
与
か
ら
購
入
へ

の
変
更
な
ど
を
行
わ
な
い

こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

「
物
価
高
騰
に
見
合
う

年
金
額
引
き
上
げ
を
求
め

る
意
見
書
案
」
は
、
会
派

間
の
調
整
で
上
程
に
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

新
議
長
に
本
間
新
兵

衛
議
員

議
会
最
終
日
の

日
、

16

菅
原
一
浩
議
長
の
辞
職
に

伴
う
議
長
選
挙
が
行
わ

れ
、
本
間
新
兵
衛
議
員
が

新
議
長
に
当
選
し
ま
し

た
。本

間
氏
は
２
度
目
の
就

任
と
な
り
ま
す
。

日
本
共
産
党
市
議
団
は

反
自
公
の
立
場
で
、
石
井

清
則
議
員
（
市
民
フ
ォ
ー

ラ
ム
）に
投
票
し
ま
し
た
。

選
挙
結
果
は
次
の
通
り

で
す
。

本
間
新
兵
衛

16

石
井

清
則

10

尾
形

昌
彦

１
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遠
藤
初
子

草
島
進
一

田
中　

宏

南
波　

純

石
井
清
則

工
藤　

博

長
谷
川
剛

坂
本
昌
栄

菅
井　

巌

加
藤
鉱
一

秋
葉　

雄

富
樫
正
毅

黒
井
浩
之

中
沢
深
雪

佐
藤
久
樹

小
野
由
夫

佐
藤
博
幸

佐
藤
麻
里

阿
部　

寛

本
間
正
芳

石
塚　

慶

佐
藤
昌
哉

五
十
嵐
一
彦

尾
形
昌
彦

本
間
新
兵
衛

渋
谷
耕
一

本
間
信
一

菅
原
一
浩

マイナンバーカード取得義務化につな

がる「健康保険証の原則廃止」と「マ

イナンバーカードの保険証利用等に
係るシステム導入義務化」の撤回を

求める意見書

○○○○●●○○○○●●●●●●●●●●●●●●●●●議
長

介護保険制度の改善を求める意見書○○○○○○○○○○●●●○●●●●●●●●●●●●●

り
、
政
治
倫
理
条
例
は
、

議
員
の
地
位
利
用
や
権
力

の
濫
用
に
対
す
る
も
の

で
、
「
新
つ
る
お
か
」
の

発
行
活
動
は
、
政
治
倫
理

基
準
に
該
当
し
な
い
。

政
務
活
動
費
の
会
計
処

理
は
、
議
会
事
務
局
の
助

言
と
指
導
を
受
け
て
行
っ

て
き
た
。

新
政
ク
ラ
ブ
の
政
務
活

動
費
の
ガ
ソ
リ
ン
代
は
、

議
員
の
特
権
に
よ
る
公
費

の
私
的
流
用
で
、
問
題
の

個
人
責
任
を
回
避
す
る
た

め
、
政
務
活
動
費
の
手
引

き
に
責
任
を
転
嫁
し
、
手

引
き
見
直
し
を
図
る
中

で
、
共
産
党
市
議
団
を
狙

い
撃
ち
し
た
。

日
本
共
産
党
鶴
岡
市
議

団
は

月

日
、
「
政
倫

12

14

審
審
査
結
果
措
置
」
に
対

し
、
見
解
と
対
応
に
つ
い

て
、
菅
原
一
浩
議
長
に
提

出
し
ま
し
た
。

議
長
の
措
置
に
法
的
な

強
制
力
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
不
当
性
を
明
確

に
し
ま
し
た
。

内
容
は
、「
弁
明
書
」（
11

／

）
が
考
慮
さ
れ
な
か

29
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ

新
政
ク
ラ
ブ
の
議
員
に

対
す
る
審
査
は
、
委
員
全

員
の
賛
成
で
可
決
さ
れ
た

が
、
今
回
は
委
員
の
可
否

同
数
、
委
員
長
採
決
で
、

審
査
経
過
が
全
く
異
な

る
。し

か
し
議
長
の
措
置
は

同
じ
「
公
開
の
議
場
に
お

け
る
陳
謝
を
勧
告
す
る
」

で
あ
っ
た
。

公
費
の
私
的
流
用
で
犯

罪
に
も
相
当
す
る
問
題

と
、
会
計
処
理
上
の
事
務

的
な
問
題
を
、
同
じ
措
置

で
判
断
す
る
こ
と
は
不
当

で
あ
る
。

よ
っ
て
、
「
公
開
の
議

場
に
お
け
る
陳
謝
」
に
従

う
こ
と
は
で
き
な
い
。


